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令
和
６
年
度
通
常
総
会 

５
月
10
日
（
金
）
中
島
地
区
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル

に
お
い
て
令
和
６
年
度
通
常
総
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
来
賓
に
茶
谷
義

隆
七
尾
市
長
、
西
川
英
伸
七
尾
市
議

会
副
議
長
、
和
田
内
和
美
七
尾
市
議

会
議
員
な
ど
の
ご
臨
席
を
い
た
だ
き
、

２
２
７
名
（
う
ち
委
任
状
出
席
者
１

４
１
名
）
の
会
員
が
出
席
し
、
盛
大

な
総
会
と
な
り
ま
し
た
。 

         

令
和
６
年
度
の
主
要
事
業
と
し
て
、 

①
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
か
ら
の

復
旧
・
復
興
に
取
り
組
む
中
小
企
業
・

小
規
模
事
業
者
に
対
す
る
支
援
を
最

重
要
課
題
に
据
え
、「
石
川
県
な
り
わ

い
再
建
支
援
補
助
金
」
お
よ
び
「
小

規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金
（
災
害

支
援
枠
）」、「
中
小
企
業
者
持
続
化
補

助
金
（
災
害
支
援
枠
）」
を
中
心
と
し

た
補
助
金
の
申
請
支
援 

②
地
震
の
被
害
を
受
け
た
小
規
模
事

業
者
等
の
各
種
資
金
繰
り
制
度
の
活

用
支
援 

③
コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
越
え
物
価
高
騰

を
克
服
す
る
た
め
の
支
援
と
し
て

国
・
県
・
市
な
ど
か
ら
打
ち
出
さ
れ

る
各
種
支
援
策
な
ど
の
周
知
及
び
活

用
推
進 

④
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
や
電
子
帳
簿
保

存
法
等
へ
の
対
応
支
援 

⑤
自
然
災
害
や
大
火
災
な
ど
が
起
こ

っ
て
も
事
業
を
継
続
さ
せ
る
た
め
の

「
事
業
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）」
策
定

支
援 

⑥
人
手
不
足
に
悩
む
中
小
企
業
・
小

規
模
事
業
者
の
省
力
化
投
資
を
支
援

す
る
「
中
小
企
業
省
力
化
投
資
補
助

事
業
」
の
活
用
促
進 

⑦
北
陸
新
幹
線
延
伸
に
伴
う
対
応
支

援 ⑧
能
登
半
島
地
震
復
興
イ
ベ
ン
ト
等

へ
の
出
店
の
斡
旋
・
紹
介 

⑨
「
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ

ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
・
デ
ジ
タ
ル
化
」

へ
の
対
応 

⑩
Ｗ
Ｅ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
リ

モ
ー
ト
相
談
の
実
施
な
ど
が
承
認
さ

れ
実
施
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。 ま

た
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を

図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る

た
め
の
定
款
の
一
部
改
正
、
任
期
満

了
に
伴
う
役
員
改
選
な
ど
全
議
案
が

原
案
通
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 

◆
役
員
改
選
に
伴
う
新
役
員 

【
会 

長
】
杉
木
勉 

【
副
会
長
】
谷
口
和
義
、
中
橋
景
次 

【
理 
事
】 

芦
本
美
枝
子
、
粟
津
賢
栄
、

岩
城
広
典
、
大
月
博
勝
、
小
原
賢
一
、 

垣
内
俊
広
、
加
地
伸
弥
、
釜
井
将
誠
、 

河
尻
成
実
、
坂
口
篤
志
、
澤
田
広
一
、 

杉
森
修
平
、
千
場
和
広
、
成
田
真
喜
子
、

野
崎 

馨
、
松
田
友
也
、
宮
本
哲
也
、

村
田
陽
一
、
山
本
仁
志
、
吉
川
智
文
、 

渡
邊
宗
和 

【
監 

事
】
神
戸
秀
樹
、
松
本
生
辰 

(

五
十
音
順
） 

以
上
、
会
長
１
名
、
副
会
長
２
名
、
理

事
21
名
、
監
事
２
名
の
計
26
名
の
新

役
員
が
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

総
会
終
了
後
、
会
員
の
皆
様
に
日

ご
ろ
の
感
謝
を
込
め
、
お
楽
し
み
抽 

選
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
大
い
に
盛

り
上
が
り
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。 

           

通常総会の様子 

抽選会の様子 
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七
尾
市
物
価
高
騰
対
策 

事
業
者
給
付
金 

 

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
る
市
内

中
小
企
業
者
の
事
業
継
続
・
経
営
安

定
の
た
め
に
給
付
金
を
給
付
し
ま
す
。 

直
近
の
決
算
に
お
け
る
水
道
光
熱

費
（
電
気
料
金
・
ガ
ス
料
金
・
水
道
料

金
）
及
び
燃
料
費
（
ガ
ソ
リ
ン
・
灯

油
・
軽
油
・
重
油
等
）
に
要
し
た
経
費

に
応
じ
て
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。 

 [

申
請
書
類] 

①
七
尾
市
物
価
高
騰
対
策
事
業
者

給
付
金
申
請
書 

②
申
請
事
業
者
確
認
書 

③
直
近
の
確
定
申
告
書
及
び
決
算

書
の
写
し 

④
振
込
口
座
が
わ
か
る
書
類 

⑤
履
歴
事
項
全
部
証
明
書
の
写
し 

（
法
人
に
限
る
） 

 

確
定
申
告
書
及
び
決
算
書
の
写
し

に
つ
い
て
、
個
人
事
業
主
に
お
い
て

は
令
和
５
年
分
も
し
く
は
令
和
４
年

分
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
申
請
は
郵

送
も
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の
２
種
類

か
ら
選
択
で
き
ま
す
。 

申
請
に
必
要
な
書
類
の
確
認
や
申

請
の
方
法
が
分
か
ら
な
い
方
は
、
商

工
会
で
申
請
支
援
を
し
て
お
り
ま
す

の
で
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。 

                     

補
助
金
の
ご
案
内 

《
石
川
県
な
り
わ
い 

再
建
支
援
補
助
金
（
県
）》 

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る

災
害
の
た
め
甚
大
な
被
害
を
受
け
た

地
域
に
お
い
て
、
石
川
県
が
作
成
す

る
復
興
事
業
計
画
に
基
づ
き
、
中
小

企
業
等
が
行
う
施
設
復
旧
等
に
要
す

る
経
費
の
一
部
を
国
と
県
が
補
助
す

る
こ
と
に
よ
り
、
被
災
地
域
の
復
旧

及
び
復
興
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
ま
す
。 

補
助
対
象
は
、
中
小
企
業
者
等
が

所
有
し
、
事
業
に
供
す
る
施
設
又
は

設
備
で
あ
っ
て
、
令
和
６
年
能
登
半

島
地
震
に
よ
る
災
害
の
た
め
損
壊
又

は
継
続
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
困
難

に
な
っ
た
も
の
の
う
ち
、
県
内
の
施

設
及
び
設
備
の
復
旧
・
整
備
に
要
す

る
経
費
で
す
。 

【
補
助
上
限
】 

 
 

15
億
円 

 

【
補
助
率
】 

・
中
小
企
業
者 

 

３
／
４ 

・
中
堅
企
業 

 
 

１
／
２ 

【
受
付
締
切
】 

随
時
申
請
を
受
付
中
で
す
。
一
定

期
間
継
続
し
て
募
集
す
る
予
定
で
あ

る
た
め
、
焦
ら
ず
、
じ
っ
く
り
ご
検

討
く
だ
さ
い
。 

 

《
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金 

【
災
害
支
援
枠
】（
国
）》 

「
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金 

災
害
支
援
枠
（
令
和
６
年
能
登
半
島

地
震
）」
は
、
令
和
６
年
能
登
半
島
地

震
に
よ
る
被
災
区
域
４
県
（
石
川
県
、

富
山
県
、
福
井
県
、
新
潟
県
）
に
所
在

す
る
小
規
模
事
業
者
の
事
業
再
建
を

支
援
す
る
た
め
、
商
工
会
の
助
言
を

受
け
な
が
ら
災
害
か
ら
の
事
業
の
再

建
に
向
け
た
計
画
を
事
業
者
自
ら
作

成
し
、
作
成
し
た
計
画
に
基
づ
い
て

行
う
事
業
再
建
の
取
組
に
要
す
る
経

費
の
一
部
を
補
助
す
る
も
の
で
す
。 

【
補
助
上
限
】 

・
直
接
被
害 

 

２
０
０
万
円 

・
間
接
被
害 

 

１
０
０
万
円 

 

※
直
接
被
害 

市
町
村
が
発
行
す
る
事
業
所
等

直近の決算における水道光熱費及び燃料費の合計 1事業者当たりの給付額 

50万円以上 100万円未満 5万円 

100万円以上 1000万円未満 10万円 

1000万円以上 20万円 

七尾市物価高騰対策事業者給付金給付額 

※水道光熱費と燃料費の合計が 50万円未満の場合は対象外 

※1事業者当たりの給付額の上限は 20万円 
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が
罹
災
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
公

的
書
類
（
例
：「
罹
災
届
出
証
明
書
」

な
ど
）
が
必
要
で
す
。 

※
間
接
被
害 

地
方
自
治
体
が
独
自
に
発
行
し

た
証
明
書
（
例
：
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ

ッ
ト
４
号
の
認
定
書
」
な
ど
）
が
必

要
で
す
。
間
接
被
害
と
は
令
和
６
年

１
月
か
ら
４
月
の
任
意
の
１
か
月

の
売
上
高
が
前
年
同
期
、
又
は
令
和

２
年
１
月
28
日
以
前
の
同
期
と
比

較
し
て
20
％
以
上
減
少
し
て
い
る

こ
と
を
指
し
ま
す
。 

【
補
助
率
】
２
／
３ 

 

【
受
付
締
切
】 

 

令
和
６
年
７
月
５
日
（
金
）
ま
で 

 

本
補
助
金
に
応
募
を
希
望
さ
れ
る

小
規
模
事
業
者
の
方
は
、
余
裕
を
持

っ
て
商
工
会
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

《
中
小
企
業
者
持
続
化
補
助
金 

【
災
害
支
援
枠
】
（
県
）》 

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る

災
害
に
お
い
て
は
、
多
く
の
県
内
中

小
企
業
者
が
、
生
産
設
備
や
販
売
拠

点
の
流
出
・
損
壊
や
、
顧
客
や
販
路

の
喪
失
と
い
う
状
況
に
直
面
し
て
い

ま
す
。 

こ
う
し
た
中
小
事
業
者
の
事
業
再

建
を
支
援
す
る
た
め
、
本
補
助
金
事

業
を
実
施
し
、
商
工
会
・
商
工
会
議

所
の
助
言
を
受
け
な
が
ら
災
害
か
ら

の
事
業
の
再
建
に
向
け
た
計
画
を
事

業
者
自
ら
作
成
し
、
作
成
し
た
計
画

に
基
づ
い
て
事
業
再
建
の
取
組
に
要

す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
も
の

で
す
。 

【
補
助
対
象
者
】 

石
川
県
内
に
本
社
又
は
主
た
る
事

業
場
を
有
す
る
、
令
和
６
年
能
登
半

島
地
震
の
被
害
を
受
け
た
中
小
企
業

者
で
あ
る
こ
と
。（
※
小
規
模
事
業
者

は
除
く
） 

【
補
助
上
限
】 

・
直
接
被
害 

 

２
０
０
万
円 

・
間
接
被
害 

 

１
０
０
万
円 

 

※
直
接
被
害 

市
町
村
が
発
行
す
る
事
業
所
等

が
罹
災
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
公

的
書
類
（
例
：「
罹
災
届
出
証
明
書
」

な
ど
）
が
必
要
で
す
。 

※
間
接
被
害 

地
方
自
治
体
が
独
自
に
発
行
し

た
証
明
書
（
例
：
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ

ッ
ト
４
号
の
認
定
書
」
な
ど
）
が
必

要
で
す
。
間
接
被
害
と
は
令
和
６
年

１
月
か
ら
５
月
の
任
意
の
１
か
月

の
売
上
高
が
前
年
同
期
と
比
較
し

て
２
０
％
以
上
減
少
し
て
い
る
こ

と
を
指
し
ま
す
。 

【
補
助
率
】
１
／
２ 

 

【
受
付
締
切
】 

令
和
６
年
６
月
10
日
（
月
）
ま
で 

 

本
補
助
金
に
応
募
を
希
望
さ
れ
る

中
小
企
業
者
の
方
は
、
余
裕
を
持
っ

て
商
工
会
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ 

今
般
の
地
震
に
よ
る
被
害
に
関
し

て
、
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

の
減
免
に
係
る
特
例
措
置
を
内
容
と

す
る
法
律
が
成
立
・
施
行
さ
れ
、
令

和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
り
住

宅
・
家
財
等
に
被
害
を
受
け
た
方
は
、

確
定
申
告
に
お
い
て
「
雑
損
控
除
」

ま
た
は
「
災
害
減
免
法
」
の
ど
ち
ら

か
有
利
な
方
法
で
所
得
税
等
の
軽
減

ま
た
は
免
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。 

事
業
用
資
産
に
被
害
を
受
け
た
方

は
「
雑
損
控
除
」
ま
た
は
「
災
害
減
免

法
」
で
の
軽
減
ま
た
は
免
除
を
受
け

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
事
業
用
資

産
に
被
害
を
受
け
た
方
は
、
そ
の
損

失
額
を
事
業
所
得
等
の
計
算
上
必
要

経
費
に
額
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。 

な
お
、
こ
れ
ら
の
軽
減
等
の
措
置

は
令
和
５
年
分
ま
た
は
令
和
６
年
分

の
い
ず
れ
か
の
年
分
を
選
択
し
て
う

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

詳
し
く
は
左
記
国
税
庁
Ｈ
Ｐ
等
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

https://www.nta.go.jp/taxes/

shiraberu/saigai/r6/noto/ind

ex.htm 
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青
年
部
活
動 

４
月
11
日
（
木
）
本
所
に
て
令
和

６
年
度
通
常
総
会
を
開
催
し
ま
し
た
。 

震
災
か
ら
の
復
興
に
対
す
る
活
動

を
軸
と
し
て
本
年
度
の
事
業
に
取
り

組
ん
で
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

 
 

そ
の
他
、
「
第
一
委
員
会
」
で
は
、

部
員
の
増
加
と
強
化
を
目
標
に
事
業

を
行
い
ま
す
。「
第
二
委
員
会
」
で
は

地
域
振
興
と
し
て
野
菜
チ
ッ
プ
ス
の

開
発
を
行
い
ま
す
。 

 
 

例
年
通
り
、
下
草
刈
り
事
業
や
ス

カ
イ
ラ
ン
タ
ン
事
業
、
若
手
後
継
者

育
成
事
業
を
活
用
し
た
セ
ミ
ナ
ー
の

実
施
も
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

          

女
性
部
活
動 

４
月
25
日
（
木
）
本
所
に
て
令
和

６
年
度
通
常
総
会
を
開
催
し
ま
し
た
。 

地
震
の
あ
と
、
初
め
て
顔
を
合
わ
せ

る
部
員
も
多
く
、
互
い
の
無
事
を
喜

び
、
各
地
域
の
状
況
を
確
認
し
合
い

ま
し
た
。
６
月
13
日
に
は
講
習
会

「
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
基
礎
」
を
行
い
ま
す
。

部
員
外
の
方
で
ご
興
味
の
あ
る
方
は
、

商
工
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 
人
事
異
動 

 

◆
新
任
（
令
和
６
年
４
月
１
日
付
） 

 
 
 

      

こ
の
度
、
髙
森
事
務
局
長
の
後
任

と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
中
野
久
明
で
す
。 

事
業
者
の
皆
さ
ま
の
頑
張
り
を
職

員
一
丸
と
な
っ
て
サ
ポ
ー
ト
し
て
い

き
ま
す
。
ご
教
示
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

 

◆
退
職
（
令
和
６
年
３
月
31
日
付
） 

 
 

髙
森 

靖
博 

 
 

前
畑 

恵
子 

 
 

平
岡 

麻
緒 

 

 

新
入
会
員
の
ご
紹
介 

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
え
ん
ね 【

中
島
町
外
】 

 

代
表
・
石
坂 

智
子 

 
 
 

 

業
種
：
宿
泊
業 

 
 
 
 
 

ｓ
ｎ
ａ
ｃ
ｋ
み
に 

【
七
尾
市
和
倉
町
（
地
区
外
特
別
）
】 

 

代
表
・
抜
田 

照
美 

 
 
 

 

業
種
：
飲
食
業 

 

能
登
ゴ
ム
工
業
（
株
） 

 
 

【
上
野
ヶ
丘
町
】 

 
代
表
・
早
島 

邦
治 

業
種
：
製
造
業 

  

５
・
６
月
行
事
予
定 

【
５
月
】 

17
日 

県
連
合
会
理
事
会 

22
日 

能
登
島
旅
館
民
宿
飲
食
店 

 
 
 
 

組
合
通
常
総
会 

27
日 

商
工
会
長
会
議
、
県
連
通
常
総
会 

【
６
月
】 

13
日 

女
性
部
講
習
会 

16
日 

珠
算
検
定 

18
日 

県
女
性
連
主
張
発
表
大
会 

 
 
 
 

県
青
連
主
張
発
表
大
会  

商 業 99 

2 工 業 61 

 
土 木 建 築 91 

観光サービス 137 

定 款 事 業 所 18 

特 別 会 員 11 

合 計 417 

通常総会の様子 

令和 6 年 5月 10 日現在 

会 員 数 
能登鹿北商工会 

公式 LINE アカウント 
▼ 

支援施策等を 
発信しております。 

登録は QR コードから！ 

事務局長 

中野 久明 


